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令和３年度 定期監査報告書 

 
地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき実施した定期監査の結果について、

次のとおり報告します。 

 

１ 監査の期間 

令和３年１１月８日、９日、１０日（３日間） 

 

２ 監査の対象 

令和３年４月１日から令和３年９月３０日までに執行された財務に関する事務の

執行及び経営に係る事業の管理について監査を行った。 

対象事業は、「監査日程」の事業名、日時、担当課、立会職員を参照。 

 

３ 監査の目的及び着眼点 

町の財務に関する事務及び執行が、法令や条例等に基づき適正及び合理的かつ効

率的に行われているか。また、建物等の維持管理が良好であるかを主眼として実施

した。 

 

４ 監査の方法 

上記「２監査の対象」について、事前に提出された資料に基づき、監査を行い、

必要に応じて関係職員からの聞き取りにより実施した。 

 

５ 監査の結果 

    財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、証拠書類等適切に

作成、管理されていることを確認した。 

    また、新型コロナウイルス感染症対策に係る交付金を活用した種々の事業につい

ては、感染再拡大の防止策として効率的かつ効果的な事業に使用されていることを

確認した。 

昨年来の長引くコロナ禍は、社会経済・国民生活に甚大な影響をもたらしてはい

るものの、ワクチン接種により、日々の感染者も押さえ込まれている。しかしなが

ら、依然として感染再拡大の懸念と不安は続いている。その中にあって、おいらせ

病院医療事務従事者、ワクチン接種対策室職員を筆頭に、全職員がそれぞれ業務に

多忙を極めたことは想像に難くない。慰労と敬意を表すものである。 

各課の事業から抽出した事前資料の作成やそれに基づいた担当者の説明も丁寧で

分かりやすく職務に精通していることを伺い知ることができた。 

なお、今後も従来の業務とコロナ対策事業を並行した事務遂行が予想されるが、

心身の休息にも心がけ、引き続き経費節減に取り組み、予算執行を効率的かつ効果

的に行い、持続可能な安全安心なまちづくりを推し進めてほしい。 
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６ 検討・要望事項 

   町税等のコンビニ収納：今年度、実施した町税等のコンビニ収納は、町民への利

便性の向上とともに、軌道に乗せ収納率向上に繋ぐこと

ができるか注視したい。 

 

適正な人事管理：最近、メンタルヘルス不調により病気休暇を取得する職員が増

加していると思われる。各課長は、担当職員の業務量の把握に

努め、基準を超える時間外勤務が生じている場合、速やかに人

員の配置を行うよう取り組んで頂きたい。そのうえで、定期的

な事務処理の進捗状況の確認をし、職員間のコミュニケーショ

ンを図り、明るい職場環境をつくりながら業務遂行に努めてほ

しい。 

    

空調設備設置：働く人がストレスを感じる職場環境には、職場の空調や照明、広

さといった物理的環境も含め、多岐にわたる。 

今年度、各施設ではコロナ対策費により、町民が夏場でもマス

クをつけて過ごせるよう、また、熱中症予防のため設置したとあ

るが、各施設の事務室及び本庁舎や分庁舎などで働くすべての職

員に対し、コロナ禍の影響を受けながら働き続けるためにも職場

環境整備として空調設備を設置すべきではなかったのか。 

人は町の宝である。その人材を大切にすべきである。今後、予

算の機会があればコロナ対策費により、是非、職場環境の整備、

改善をしていただきたい。  
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監査日程（第１日目） 
 

≪事務監査≫ 

◆１日目 令和３年１１月８日（月）本庁舎３階 第２委員会室 

時間 担当課 頁 事業名 立会職員 

9：00～

9：40 
おいらせ病院 

６ 薬袋プリンター購入 
事務長 田中 貴重 

事務次長 川原真栄子 

主任主査 吉田 宏史 

６ 超低床ベッド購入 

7 医療費徴収状況 

9：40～

10：20 

まちづくり 

防災課 

8 津波第 1波想定区域等解析業務委託 課 長 成田 光寿 

課長補佐 佐藤 啓二 

主 査 天間 広規 8 令和 3年 8月 12日～13日大雨対策委託 

10：20～

11：00 
商工観光課 9 

新型コロナウイルスに係る商工業者への 

対応状況 

課 長 柏崎 和紀 

補 佐 村上 清隆 

主任主査 沼端 真也 

11：00～

11：50 
介護福祉課 

10 老人福祉センター空調機器設置工事 
課 長 田中 淳也 

課長補佐 工藤  要 

主 幹 川村由美子 

主任主査 深沢 典彦 11 災害援護資金貸付金徴収状況 

13：30～

14：10 
町民課 

12 マイナンバーカードの取り扱い状況 課 長 澤頭 則光 

課長補佐 川口 嘉大 

主 幹 木村  保 12 霊園管理事業徴収状況 

14：10～

15：00 
地域整備課 

13 有楽町３号線整備工事 
課長補佐 沼尾安寄人 

課長補佐 吉田 友紀 

主  幹 三文字弥生 

主 事 小向 勇気 

14 公共下水道事業徴収状況 

14 農業集落排水事業徴収状況 

15 町営住宅使用料徴収状況 

15：00～

16：00 
政策推進課 16 

東京２０２０オリンピック聖火リレー・

おいらせ町ミニセレブレーション運営

業務 

課 長 柏崎 勝徳 

課長補佐 袴田笑美子 
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監査日程（第２日目） 
 

≪事務監査≫ 

◆２日目 令和３年１１月９日（火）本庁舎３階 第２委員会室 

時間 担当課 頁 事業名 立会職員 

9：00～

10：00 
税務課 

17 納税通知書関係印刷製本(ゼロ町債) 課 長 久保田優治 

課長補佐 川口 邦彦 

課長補佐 中里  浩 18 町税等徴収状況 

10：00～

11：00 

社会教育 

・体育課 

19 みなくる館空調機器等設置工事 

課長補佐 吉田 和子 

主任主査 田中 繁幸 
20 みなくる館仕切り用自動ドア新規設 

20 みなくる館非常用発電機更新工事 

11：00～

11：50 

保健 

こども課 

21 
令和３年度新型コロナウイルスワクチン

接種クーポン券印刷等業務委託 

課 長 小向 正志 

課長補佐 小向 正樹 

室 長 安藤  靖 

主 幹 橘    貢 

主 事 佐藤 奈那 
21  保育料徴収状況 

13：30～

14：00 会計課 22 会計課事務分掌・事務全般 
課 長 佐々木拓仁 

課長補佐 馬場  太 

14：00～

15：00 
学務課 

23 学校ガラス清掃業務委託 課 長 福田 輝雄 

課長補佐 堤 雅之 

主 幹 鈴木麻依子 

主 幹 原本 愁子 

24 奨学資金事業徴収状況 

25 学校給食事業徴収状況 

15：00～

16：00 
総務課 

26 本庁舎空調機器等設置工事 課 長 西舘 道幸 

主 幹 柏崎 雄一 26 最高裁国民審査投票読取集計機購入 
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監査日程（第３日目） 
 

《現地調査》 

◆３日目 令和３年１１月１０日（水）  

時間 担当課 頁 事業名 立会職員 

9：25～

9：50 
介護福祉課 27 老人福祉センター空調機器設置工事 

課 長 田中 淳也 

課長補佐 工藤  要 

主任主査 深沢 典彦 

10：10～

10：50 
地域整備課 27 有楽町３号線整備工事 

課 長 桒嶋 泰幸 

主 事 小向 勇気 

11：10～

11：50 

社会教育 

・体育課 

28 みなくる館空調機器等設置工事 
課 長 松山 公士 

課長補佐 吉田 和子 

主任主査 田中 繁幸 

28 みなくる館仕切り用自動ドア新規設 

28 みなくる館非常用発電機更新工事 
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監査内容（実施順） 
 

【おいらせ病院】 

事 業 名 １．薬袋プリンター購入 

事業内容 

薬剤科（薬局）で使用する薬袋プリンターと注射ラベルプリンターは約１０

年を目途に更新。 

契約業者：（株）協和医療器 

 事業費：656,700円 

監査委員

質 疑 

▶事業の目的は。 

外来患者の薬袋や、病棟患者の薬剤に貼付するラベルシールに適切な使用

方法を明示することができる。 

▶機能は向上しているか。 

印字スピード等の性能は向上している。 

▶更新とのことだが、以前のものは何年使用したか。 

患者へのサービスが途切れないよう、１０年位を目途に更新している。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 特になし。 

 

【おいらせ病院】 

事 業 名 ２．超低床ベッド購入 

事業内容 

病棟で使用する超低床ベッド２台を購入。 

誤って転落した場合でも、身体に受ける衝撃を最小限にとどめたり、横にな

る際に無理がないベッドを配置することは、医療事故の防止につながる。 

契約業者：（株）協和医療器 

事業費：775,500円 

監査委員

質 疑 

▶導入の目的は。 

誤って転落した場合でも、入院中の事故は回避しなければならないため。 

▶患者数は。 

令和３年９月までは、前年、前々年を上回る患者数となっていたが、１０

月は減となった。しかし１２月からは、季節性インフルエンザの予防接種が

開始されるため増加が見込め、回復基調と捉えている。 

▶超低床ベッドの使用対象者は。また、今後、計画的に導入していくのか。 

 使用対象者は、認知症などで、指示理解できない方のベッドからの転落防

止のために導入。高さ調整が可能で、電動起き上がり機能も装備されている。 

計画については、経営審議会で協議を進めていく。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 眼科が開設され新規患者が微増となり、サービス向上につながった。 



- 7 - 

【おいらせ病院】 

事 業 名 ３．医療費徴収状況 

事業内容 

令和３年度  令和３年９月末 医療費徴収状況     （単位：千円） 

区 分 
調 定 額 収 入 済 額 

現年 滞納 計 現年 滞納 計 

医療費 382,212 4,803 386,802 381,118 930 382,048 
 

        

R3 徴収率 R2 徴収率 徴収率差引 

現年 滞納 計 現年 滞納 計 現年 滞納 計 

99.7% 20.3% 98.8% 99.5% 22.9% 98.5% 0.2% -2.6% 0.3% 
 

監査委員

質 疑 

▶医療費の未収対策は。 

電話催告やはがきで通知し、未納額が高額な方については分納していた

だいている。また、未納者の中には死亡した方もいるため徴収率は上がり

にくい。 

令和２年度から民法改正により、連帯保証人制度が変更され、当病院で

は３０万円を上限と定め対応している。 

滞納額は、平成１７、１８、１９年の高額療養費制度前の未収金であり、

現在はほとんどない。 

 

 

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 今後も引き続き収納に努めていただきたい。 

  

【参考】高額医療制度 

 医療制度改革により昭和４８年から始まり、一部負担額を支払った後、

保険者に高額療養費の申請を行うもの。 

 平成１９年度から入院療養費に対して、平成２４年度から外来診療に

対して、高額療養費が現物給付化された。 
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【まちづくり防災課】 

事 業 名 ２１. 津波第 1波浸水想定区域等解析業務委託 

事業内容 

令和３年５月に青森県が公表した新たな津波浸水想定を踏まえ、第１波が襲

来した場合の浸水範囲や浸水深を町独自に解析し、町津波避難対策の見直しに

活用するもの。 

契約業者：パシフィックコンサルタンツ（株）青森事務所 

事業費：1,760,000円(国 1/2) 

監査委員

質 疑 

▶浸水想定については実感がわかない。委託結果は町民に公表するのか。 

令和３年度中に津波避難計画を修正し、令和４年度に、防災安全マップの

改定と、住民への説明会を予定している。 

 

▶決壊しないような工事を国に要望することはどうか。 

最大クラスの津波に対しては、ハード対策のみでは限界があり、ソフト対

策と組み合わせた多重防御で対応する。国・県の防潮堤かさ上げ等ハードは

終了しており、避難を中心としたソフト対策を充実させていく。 

  

監査結果 契約書類関係を確認済、指摘事項なし。 

監査所見 万が一に備え、周知徹底及び万全の対策をお願いしたい。 

 

 

【まちづくり防災課】 

事 業 名 ２２. 令和３年８月１２日～１３日大雨対策委託 

事業内容 

令和３年８月１２日朝の時点で、１２、１３日の２日間の降雨量１５０mmと

いう予報が発表された。また、８月９、１０日の大雨の影響により河川の水位

が下がりきっていない状況も踏まえると、河川の水位上昇や内水氾濫が予想さ

れることから、急遽、内水排水ポンプ配備対応を取ることとした。 

契約業者：有限会社 新組工業 

事業費：669,570円(町単費) 

監査委員

質 疑 
特になし 

監査結果 契約書類関係を確認済、指摘事項なし。 

監査所見 災害に至らず良かった。万全を期してほしい。 
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【商工観光課】 

事 業 名 ６. 新型コロナウイルスに係る商工業者への対応状況 

事業内容 

■おいらせ町新しい生活様式対応推進助成金交付事業 

売上が減少した町内事業者のうち、感染拡大防止と事業の維持発展のため

に「新しい生活様式」に対応する設備や機械、資材は町内業者を介して購入、

整備した対象業種の小規模企業者に支援金を助成し、合わせて町内経済の活

性化を図るもの。 

対 象 者 町内に事業所がある小規模企業者（飲食店、露天商、タクシ

ー業、自動車運転代行業、卸売業、小売業、サービス業） 

助 成 額 上限１０万円 

対象期間 令和３年４月１日から令和３年１２月末日までの間に導入し

たもの（申請は令和４年１月３１日まで） 

交付実績 ２４件 2,086,176円（令和３年９月末現在） 
 

■令和３年度おいらせ町商工会プレミアム付飲食券発行事業 

  宴会や外食の自粛により売上が激減している状況下にある飲食店の経営

救済や地域経済の活性化を図るため、飲食店に限定したプレミアム付飲食券

を町商工会が発行するために補助するもの。 

・プレミアム率４０％（5,000円で購入したものが 7,000円分使える。） 

・地域商工業者の経営の持続的安定と活性化及び地域経済の発展に寄与す

る。 

・プレミアム付飲食券発行規模：21,000,000円 

・5,000円（7,000円券）×3,000セット 

・使用期限 令和４年１月１０日（換金期限：１月２０日）参加店：６３店 

・８月２日（月）から郵便局５箇所（下田、百石、二川目、三沢駅前、三沢

大町）で販売し、８月１１日（水）に７日間で完売した。 

監査委員

質 疑 

▶新しい生活様式対応推進助成金交付事業は、想定よりも申込件数が少ないと

いうことは、町内の業者のほとんどは県の助成金等を使って整備したと考え

られるか。 

 国が先行した助成事業で整備したと思われる。 

▶議会答弁では様々な機会を通じ、お知らせしているとのことだったが、具体的

な導入事例なども掲載し、助成金についてＰＲしているのか。 

 今後も同様のチラシを関係事業主に送付し、周知を図っていく。 

▶お盆と正月の時期に合わせ、飲食店から、再度、プレミアム付き飲食券の販売

を求める声はなかったか。 

 プレミアム商品券は要望があり、それに充当できる交付金があれば取り組

みたいと考えている。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 

 新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受け、今後の労働意欲の持続

と経済活動の維持を図るため対策を講じている。 

今後も事業者の立場に立った視点で可能な事業展開をして頂きたい。 
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【介護福祉課】 

事 業 名 ７. 老人福祉センター空調機器設置工事 

事業内容 

施設利用者に対し、新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用をお

願いしているが、施設内の気温上昇時には、マスク不着用時より、熱中症等に

なるリスクが高くなる。それらを回避する目的で施設内に空調機器９台を設置

するものである。 

契約業者：有限会社 佐々木時計電器 

事業費：9,587,600円(国庫補助 100％コロナ臨時交付金) 

監査委員

質 疑 

▶懸案事項はあるか。 

 施設利用に際してはいまだに利用制限している。現在、センターは外壁等

の改修工事を実施中である。 

▶変更契約の理由は、台数か、金額か。 

 台数は変更なし。電線や配管のメーター数の変更で金額の変更ではない。 

▶空調機器はコロナ対策の設置だが通常の空調とは別に除菌作用などはあるの

か。 

 特に除菌とかコロナに特化した仕様ではなく業務用エアコンである。あく

までも熱中症対策である。 

▶一施設に１千万円の機器だが。 

 部屋数も多く、検診なども実施するため各部屋に対応したものを設置し

た。事務室を除いた。(換気機能はない。) 

監査結果 契約書類関係を確認済、指摘事項なし。 

監査所見 

夏場マスク着用の際、熱中症予防のため、エアコンが設置され快適な環境が

整えられた。今後も施設を利用する団体の活動が更に活発化し、コミュニティ

活動の輪が広がってほしい。 
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【介護福祉課】 

事 業 名 ８.災害援護資金貸付金徴収状況 

事業内容 

東日本大震災で被災し一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しに

必要な資金を低利で貸付ける制度。 
 

【災害援護資金貸付金】 （令和 3年 3月 31日/Ｒ2年度末現在） 

貸付金/人 収入額 未収入/人 徴収率 

12,850,000円/5人 4,522,300円 4,827,700円/3人 48.4％ 
 

【災害援護資金貸付金】       （令和 3年 10月 29日現在） 

（貸付者：全５名） 

貸付金/人 収入額 未収入/人 徴収率 

12,850,000円/5人 5,379,300円 3,970,700円/3人 57.5％ 

利  率 年３％ ※但し、据置期間中（３年又は５年）は無利子 

償還期間 １０年 

償還方法 年賦又は半年賦 
 

・督促状を発送、催告書発送、電話催告、納付相談実施。差し押さえした事例

はない。 

監査委員

質 疑 

▶償還免除 3,500,000円はどういう条件のものか。 

  借入者が死亡し、遺族相続放棄、保証人も破産宣告を受け、償還免除手続

きを行った。 

▶残り３人の滞納について 

  毎月支払いされている方は１名、１年遅れが１名、納付の約束をしている

方が１名おり、今後、状況を見ながら進めていく。 

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 
災害によって生活基盤が崩された方々に、徴収するのは厳しいと思いますが

一定ルールのもとで事務を進めてほしい。 
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【町民課】 

事 業 名 ９.マイナンバーカードの取り扱い状況 

事業内容 

〇マイナンバーカード交付実績（おいらせ町） 

年度 H27 
(H28.1～3) 

H28 H29 H30 R1 R2 Ｒ3 
(Ｒ3.4～9) 

交付枚数 680 1,361 311 199 648 2,893 2,263 

累計 680 2,041 2,352 2,551 3,199 6,092 8,355 

※当町のマイナンバーカード普及率：約 33％（8,355 枚/人口 25,345 人）R3.9 末 

監査委員

質 疑 
特になし  

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 
マイナンバーカードが保険証代わりとなり、その外いろいろと使用できるよ

うになれば普及も一層進むのではないか。 

 

 

【町民課】 

事 業 名 １０.霊園管理事業徴収状況 

事 業 内 容 

 

霊園管理事業徴収率 Ｒ２年９月末 Ｒ３年９月末 増減 

使用料 １００％ １００％ ― 

管理料 ９６．３％ ９７．８％ １．５％ 

監査委員質疑 特になし 

監 査 結 果 指摘事項なし。 

監 査 所 見 

毎年の管理料徴収事務の軽減を図るため、販売時に１０期分徴収する

などの対策を講じてはどうか。 

今後も引き続き収納に努めていただきたい。 
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【地域整備課】 

事 業 名 １１. 有楽町３号線整備工事 

事業内容 

町道有楽町３号線を整備したもの 

有楽町３号線     Ｌ＝１８３.１０ｍ 

 排水構造物工    Ｌ＝  ８.００ｍ(集水桝) 

舗装工       Ａ＝９２０.８６㎡ 

契約業者：株式会社 カネヒロ 

事業費：10,043,000円(町単独) 

監査委員

質 疑 

▶行き止まり道路の整備は優先順位からいうと後回しではなかったか。行き止

まりの箇所は町内全て終了したためか。 

 行き止まり箇所が後回しになるということはない。各町内会からの要望に

対し、偏ることなくバランスを見ながら整備を進めている。 

 町道整備工事は、舗装工事と側溝工事を行うため、事業費と事業期間が

かかるが、今回は、関係者と相談した結果、舗装工事のみとし、事業費を抑

え、単年度で完了する手法とした。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 

 住民にとって、念願の舗装整備は喜びもひとしおではないでか。 

今後も住民に寄り添い可能な限り要望に応えられるよう、事業を計画的に進め

て頂きたい。 
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【地域整備課】 

事 業 名 
１２.公共下水道事業徴収状況 

１３.農業集落排水事業徴収状況 

事業内容 ※分担金、負担金の内容は同じ。 

 毎年、一般会計からの繰入金が６～７億円あり、料金体系の見直しについて

進めていくこととしているが、これまでの震災や消費税の改定の影響で改定に

至っていない状況である。 

 督促状：４５６件、催告書：２５６件、訪問徴収の実施、電話催告の実施、

口座振替の勧奨を継続している。現在７割が口座振替。 

令和３年度９月末現在 R３徴収率 R２徴収率 差引 

公共 

受益者分担金(都市計画外) 78.3％ 82.4％ △4.1％ 

受益者負担金(都市計画内) 83.6％ 82.0％ 1.6％ 

使用料 90.6％ 90.1％ 0.5％ 

農排 使用料 89.0％ 88.2％ 0.7％ 

監査委員

質 疑 

▶下水道会計、農排会計については、一般会計からかなりの額が繰入されてい

るが現在の料金体系はいつ改定されるのか。 

 法適用の令和６年４月から改定するということで事務作業を進めている。 

現在、固定資産の減価償却関係を調査している。使用料の改定はこれまで

検討してきたが震災や消費税の改定など経済的な事由により進めてこられ

なかった。ただし、令和６年の法適用前には一般会計の繰入金の内容を整理

して健全経営する内容に進めるため、その前までには実施できるよう内部で

作業を進めている。 

▶滞納の督促件数は４５６件だが、総件数は。 

また、口座振替を勧奨しているが滞納している方々に進めているのか。 

 総件数は約１５，０００件。 

滞納者は口座振替できない。現年分に関しては口座振替を進めている。 

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 
滞納者については、地道に督促をしながら回収していくことが大事である。

料金徴収は大変だと思うが、今後も引き続き収納に努めていただきたい。 
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【地域整備課】 

事 業 名 １４.町営住宅使用料徴収状況 

事業内容 

町営住宅徴収状況                   R3.9.30現在 
 

 調定額 収入済額 R3徴収率 R2徴収率 徴収率差引 

現年 53,077,000 円 22,348,200 円 42.1％ 42.5％ △0.4％ 

繰越 12,753,900 円 1,042,600 円 8.2％ 10.2％ △2.0％ 

計 65,830,900 円 23,390,800 円 35.5％ 36.4％ △0.9％ 

取組実績 

滞納者数：令和２年９月末２２名、令和３年９月末２２名(増減なし) 

督 促 毎月１８日頃に督促状発送。４～９月１３３件、前年比１件増 

催 告 現年２箇月以上滞納者へ発送。８月１３件、前年比０件 

口座振替 
毎月７日頃口座不納通知発送。 

４～９月３８件、前年比１９件増 

監査委員

質 疑 

▶滞納者対策は。 

国からの通知で、一家心中の事例が報告されており退去指示は難しい。 

新規滞納者を出さないよう、切れ目なく働きかけていく。 

現年を優先に回収している。 

  連帯保証人に対しては、滞納者と一緒に支払うよう指導している。 

▶連帯保証人に代わる保証制度というものはあるか。連帯保証人にはどういう

条件の方があるのか。財力、年齢は。 

連帯保証人に代わる保証制度はない。連帯保証人の財力や年齢の条件は、

町内の方を基本とし知人でもよい。また、町外の場合は３親等以内の方とし

ている。 

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 
新規滞納者を生まないよう、きめ細やかな対応をお願いする。 

今後も引き続き収納に努めていただきたい。 
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【政策推進課】 

事業名 
１５. 東京 2020オリンピック聖火リレー・おいらせ町ミニセレブレーション

運営業務委託 

事業内容 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会におけるオリンピック

聖火リレー がおいらせ町を通過するにあたり、実施主体の「公益財団法人東

京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」及び「東京２０２０オ

リンピック聖火リレー青森県実行委員会」と連携してミニセレブレーション等

を実施し、聖火リレーの円滑な遂行を行う。 

聖火リレーは、百石高校グラウンドから木内々小学校まで行われた。 

契約業者：株式会社電通東日本 青森営業所 

事業費：3,883,770円(県補助：1,933,201円標準経費の 1/2上限) 

監査委員

質疑 

▶業務委託の内容は。 

聖火リレーが百石高校を出発して木内々小学校まで聖火が運ばれたが、百

石高校での出発式に係るものである。看板、ステージ設営に加え、インター

ネット中継されるため、スポンサー関係の保護で周辺に競合企業が映らない

かどうかなど放映に支障がないよう運営及び管理を委託した。 

▶すべて電通が会場設営等し、職員は決められた場所に配置サポートしたのか。 

町側であらかじめ計画をし、電通側で補正し運営していただいた。 

▶コロナの関係で看板設置や事前に準備しておきながら、聖火リレーを中止し

た自治体もあるが。 

本番直前で中止を余儀なくされた自治体でも、既に看板製作やもろもろ発

注されているため、業者への支払いは発生しているものと思われる。中止判

断もやむを得なかったものと思う。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 
後味の悪いオリンピックだった。コロナ感染拡大による近隣市町村の直前の

中止など、当町の職員も振り回されたと思われる。お疲れ様でした。 
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【税務課】 

事 業 名 １６. 納税通知書関係印刷製本（ゼロ町債） 

事業内容 

町税等の賦課に係る納税通知書や督促状用納付書等の印刷物で、コンビニ収

納に対応した様式。対応可能な業者は県内に４社のみ。 

契約の相手：株式会社サンエイ東北うみねこ営業所 

事業費：8,622,240円(単費) 

監査委員

質 疑 

▶納税通知書は例年のものだがコンビニ収納が加わり割高となったか。 

 例年、納税通知書の印刷製本費 700万円程度が 1,000万円程度と金額的に

は割高となった。 

▶税目は全てか。 

  ４税２料。（町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保

険料、後期高齢者医療保険料） 

▶口座振替と現金窓口納付者の納付書は同様の納付書か。 

 口座振替の方には、納付書は発送されない。現金やコンビニ納付の方には

納付書を発送している。 

▶今年度初めてコンビニ収納となったが、今後も同様の金額がかかるのか。 

  枚数により前後するが、基本的には同程度となる。 

▶コンビニ収納により増えた事務量は。 

  件数内訳の管理など手間が増えている。 

納税者には利便性が上がったと聞いているが、収納率アップにつながって

ほしいが、現状は変わらない。県外の収納率は多少上がったが一方では郵便

局の納付率が低下した。 

▶コンビニ収納後、町に入金される日数は。 

 最長で１５日程度。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 

 コンビニ収納により担当課の業務量は増えたが、納税者の納付機会を増やし

たことによるメリットはある。 

いずれは徴収率向上につながってほしい。 
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【税務課】 

事 業 名 １７.町税等徴収状況 

事業内容 

 

監査委員

質 疑 

▶コロナの影響はあるか。 

一部にはコロナの影響で仕事がないという方もいたが、収納実績にはコロナ

の影響はないと感じている。 

▶口座振替の推進が効果を上げるために高いと思われるが、以前、前納報奨金制

度があったが、他市町村も廃止しているのか。 

 当町はかなり前に廃止した。それに付随した納税組合奨励金も廃止。 

現在十和田市、七戸町も廃止の方向で進んでいる。 

▶当町の税金から見た特色は。 

 町村部の中では、給与所得、特別徴収の割合が高く、安定した住民税が確保

され、給与所得は年々上昇。更に上乗せとなるのは農業、漁業である。 

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 

徴収対策として、役場職員一丸となって夜間訪問や臨戸訪問などを実施し、大

きな成果を上げている。税の徴収は、町の大きな仕事であり、財政の根幹である。

今後も収納対策に努めてほしい。 

令和３年９月３０日現在 

税種別 収納増減額 徴収率 特記事項 

町民税 

個

人 

現年 

滞納 

合計 

40,158 千円 

△1,880 千円 

38,278 千円 

1.4％増 

0.1％減 

 町民税に関しては昨年比で良い

状況である。給与、農業所得が

増えている。 法

人 

現年 

滞納 

合計 

6,356 千円 

1,885 千円 

8,241 千円 

4.4％増 

54.1％増 

 

固定資産税 

現年 

滞納 

合計 

△11,531千円 

4,549千円 

6,549千円 

1.4％減 

7.4％増 

 

現年、徴収率も昨年比を下回っ

ている。コンビニ収納による収

納時期のずれ。 

軽自動車税 

（種別割） 

現年 

滞納 

合計 

2,011千円増 

△178千円減 

1,833千円増 

0.3％増 

2.6％減 

 
現年は増収。 

たばこ税 現年 11,027千円  増減なし  

町税全体 

現年 

滞納 

合計 

48,002千円増 

4,374千円増 

52,376千円増 

0.0％  

5.2％増 

 

現年は税目により昨年を下回っ

ているが、滞納に関しては比較

的良い状況である。 
 

国民健康 

保険税 

現年 

滞納 

合計 

5,902千円増 

△3,536 千円減 

2,366千円増 

1.4％減

0.2％増 

0.0％  

徴収率が低下。コンビニ収納に

よる第３期収納時期のずれ。 

介護保険料 

現年 

滞納 

合計 

△6,857 千円減 

△11 千円減 

△6,868 千円増 

1.8％減 

3.0％減 

1.6％減 

介護保険料については、 

保険料の改定による減収。 

後期保険料については、賦課 

人数と所得割の増による増収。 
後期高齢者 

医療保険料 

現年 

滞納 

合計 

10,285千円増 

△578千円減 

10,864千円増 

13.2％増 

15.6％減 

2.4％増 

全体 

現年 

滞納 

合計 

58,488千円減 

249千円増 

58,738千円増 

0.3％減 

2.3％増 

0.2％増 

現年が昨年比を下回っている。

今後も電話催告や臨戸訪問を実

施していく。 
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【社会教育・体育課】 

事 業 名 １８. みなくる館空調機器等設置工事 

事業内容 

みなくる館空調機器等設置工事 

エアコン設置工事 １８台 

（みなくるホール５台、なんでも創作室１台、よろず工房１台、会議室１台、 

教育相談室１台、図書館９台） 

扇風機設置工事 （図書館カウンター内２台） 

キュービクル改造１式 

契約業者：株式会社 京谷電気 

事業費：26,957,700円 

 (補助率：国 98.7％コロナ交付金活用、町負担 337,700円変更金額) 

監査委員

質 疑 

▶空調設備設置の目的は。 

夏場でもマスクをつけて過ごせるよう、また、熱中症予防のため設置した。 

▶コロナ対策ということだが、換気機能はあるか。 

当初冷房機能のみだったが、暖房機能と送風機能がある。空気は循環して

いると思われる。 

▶台数の割に高額だが。 

電気供給を安定させるためのキュービクルも老朽化しており、併せて改造

設置したため。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 

 本来であれば町民の目があって整備が進まなかったが、コロナの交付金によ

るものが大きい。今後は維持経費といった支出も負担となってくるが、快適な

施設利用につながる。 
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【社会教育・体育課】 

事 業 名 １９. みなくる館間仕切り用自動ドア新規設置工事 

事業内容 

みなくる館間仕切り用自動ドア新規設置工事 

建築工事関係 一式 

諸経費関係  一式 

契約業者：株式会社 カネヒロ 

事業費：2,530,000円 (補助率 国 100％ コロナ交付金活用) 

監査委員

質 疑 

▶間仕切りの目的は。 

図書館とホールの冷気及び音を遮断するため設置。図書館とホールには冷

房設備があり、ホールには扉があるものの、図書館とホールをつなぐ廊下に

は冷房設備が設置されておらず、図書館の冷気及び催しなどによるホールか

らの音を遮断するもの。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 
利用者が快適に利用できると思われる。間仕切りによって空間が遮断され、

快適性が増すと思われる。 

 

【社会教育・体育課】 

事 業 名 ２０. みなくる館非常用発電機更新工事 

事業内容 

みなくる館非常用自家発電設備の取替（３相・即時普通形） 

排気管工事   一式 

排風ダクト工事 一式 

配線工事    一式 

事業費：7,359,000円(町単費) 

契約業者：株式会社 パル電装技研 

停電時は、屋内シャッター、消防設備、消火栓ポンプの稼働用電源となる。 

監査委員

質 疑 

▶ みなくる館は災害時の避難施設になっているか。 

  そのとおり。 

▶この非常発電装置は、万が一の災害時に利用可能か。 

 この発電装置は、館内の消防設備を稼働させるためのもの。停電時に館内

で火災が発生した場合に、消化施設ポンプ及び電動シャッターを稼働させる

ためのもの。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 非常時の備えは万全を期していただきたい。 
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【保健こども課】 

事 業 名 ４.令和３年度新型コロナウイルスワクチン接種用クーポン券印刷等業務委託 

事業内容 

新型コロナワクチンの接種にあたり、接種実施医療機関等が当該市町村の接

種対象者であることを確認できる接種券を発行することにより、医療機関は接

種間違いの防止や接種費用の請求を行うことができる。 

契約金額：4,180,000円(補助率 国 100% コロナ交付金活用) 

契約の相手：有限会社アート印刷 

監査委員

質 疑 

▶接種券は全国共通か。 

  お見込みの通り。１、２回目の接種に係るもの。 

▶ワクチン接種の動向は。 

 来年の２月まで１～２回目の接種期間としている。１２月からは３回目の

ワクチン接種が医療従事者を対象に行われる予定である。高齢者は来年１月

末から３回目接種が開始される。 

 ヒアリング時点での、町民の接種率は約８０％で、１０代の接種率は約 

６０％となっている。１月からの３回目接種に向けてクーポン券印刷業務を

進めていく。今後も未接種者には勧奨していく。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 
担当課職員の皆様のご苦労に対し感謝申し上げる。今後もコロナ感染症を克

服するためにも健康に留意され接種事業の推進にご尽力いただきたい。 

 

【保健こども課】 

事 業 名 ５.保育料徴収状況 

事業内容 

 

保育料  令和３年９月末現在（単位：千円） 

現年 調定額 
収納 

済額 
徴収率  

滞納 

繰越 
調定額 

収納 

済額 
徴収率 

Ｒ３ 4,116 1,259 30.6%  Ｒ３ 1,031 26 2.5% 

Ｒ２ 3,748 1,598 42.7%  Ｒ２ 1,203 41 3.5% 

増減 368 △339 △12.1%  増減 △172 △15 △1% 

※無償化により対象者減少 

監査委員

質 疑 

▶滞納の対象者は。 

  ６名。町内の現年度分１名、町外の過年度分５名。 

▶５年経過し、欠損処理する対象者等は。 

  保護者１名、子ども２名の 454,900円。  

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 
徴収対策には苦慮されるが督促の手を緩めることなく対処していただきた

い。 
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【会計課】 

事 業 名 ２３.会計課事務分掌、事務全般 

事業内容 

現金の出納保管、基金・有価証券の出納保管、指定金融機関等の調整、現金

保管調書、例月出納検査報告、決算書調製、郵便振替、町税等口座振替、収入・

支出に関する伝票審査、指定金融機関への支払い依頼、小切手の振出、債権者

の登録、物品の出納保管などの業務がある。 

窓口では日々現金を取り扱っているため、間違いがないよう適切な執行に努

めている。 

公金送金に関しては、期限内に送金先や金額に誤りがないよう細心の注意を

払っている。 

 今年４月から町税のコンビニ収納が始まった。 

監査委員

質 疑 

▶事務処理上、どのような対策に重点を置いているのか。 

 現金の取り扱いについては、間違いがないよう細心の注意を払っている。 

送金事務については、支払先の間違いや、遅滞なく送金できるよう取り扱

いには厳重を期している。 

定期支払についても、各課への周知徹底を図り適切な事務処理に努めてい

る。 

▶コンビニ収納で窓口業務は減ったか。 

 庁舎窓口に来られる方は限定的で、コンビニ収納する方は、もともと金融

機関を利用する方だと思われる。 

▶支出行為についての注意点は。 

 口座振替の基本は、毎週木曜日と１５日、月末に行っており、関係課にお

いてはその１週間前までに必要書類を添付し決裁を終わらせることをルー

ル化している。 

▶振込手数料はいくらか。 

 指定金融機関に処理してもらうのは無料だが、年間の事務取扱手数料は、

２４０万円の支払いとなっている。 

▶基金の有価証券や定期預金の証書などのチェック体制は。 

 証書などは更新の都度、所管課へ照会し更新、解約等の事務処理を進めて

いる。 

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 
 これからも現金取り扱いについては間違いのないよう、また、定期支払事務

については、遅滞することなく適切な事務遂行を心がけていただきたい。 
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【学務課】 

事 業 名 ２４. 学校ガラス清掃業務委託 

事業内容 

学校ガラス清掃業務 一式(小中学校８校) 

校舎のドア及び窓ガラス清掃 

講堂のドア及び窓ガラス清掃 

年１回、夏休み中に実施 

子供たちが安心して学習できる環境を整備する。 

契約業者：株式会社 ビー・エム 

契約金額：1,500,829円(町単費) 

監査委員

質 疑 

▶入札業者は。 

  １０社。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 特になし。 
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【学務課】 

事 業 名 ２５.奨学資金事業徴収状況 

事業内容 

 

 

 

 

現年度の徴収率減理由 

以前より償還が遅れていた償還者が新型コロナウイルス感染症の影響によ

る収入減で更に償還が遅れているため。 

滞納繰越の徴収率増理由 

新規滞納者６名のうち４名が全額（令和２年度分）を納付したため。 

また、以前からの滞納者が昨年並みに納付しているため。 

収納対策状況 

  ４～９月督促状送付数は４０件、電話催告は対象者９名で累計３８回。 

徴収率 Ｒ２年度 Ｒ３年９月末 増減 

奨学資金貸付金 ３３．３％ ３１．２％ △２．１％ 

監査委員

質 疑 

▶令和３年度の新規貸与者数は。また、現在の総貸与者数は。 

  令和３年度の新規貸与者は９名、継続１９名で総数は２８名。 

新規貸与者の内訳：短大２名、大学７名、計 4,080,000円 

▶９名の利用者は例年に比べて増えたか。 

昨年は１１名、一昨年が３名、その前が７名、過去５年を平均すると１０

名前後となっている。 

▶現在、奨学資金の基金はいくらか。 

１億円程で微増。貸し付けが減り償還が増えている。 

▶担当課としては更に利用者増を望んでいるか。 

利用者を増やすため、令和３年度の募集の際、町内の中学校及び近隣の高

校に募集の案内を実施した。しかしながら応募が少ない状況である。 

▶奨学資金貸付制度の改正は考えられるか。 

審査会の中で基準や支給額の見直しは話題に上がってきたが、現行のまま

となっている。 

▶大学の奨学資金を利用している方が申し込みされた場合でも貸付するのか。 

日本学生支援機構とか他大学から借り入れされている方でも要件が合えば

貸付している。大学生は月４万円という条件があるが、他から借りているため

３万円を申し込むということも可能である。現在大学４年生の方でコロナによ

ってバイトができず、今年度だけ申込まれたケースもある。在籍中の方にも貸

与している。 

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 

大学進学率が高くなり、更に利用者が増えてほしい。 

滞納については額が大きくならないよう督促の手を緩めずに、引き続き収納

に努めて頂きたい。 
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【学務課】 

事 業 名 ２６.学校給食事業徴収状況 

事業内容 

 

 

 

 

・平成３１年１月から学校給食費無料化を実施（令和４年３月まで） 

・現年調定額 1,452千円(２６名)に対し収入済額 375千円 

・滞納繰越調定額 1,585千円(２２世帯、３３名)に対し収入済額 82千円 

・毎月２０日頃に督促状発送の他、電話催告、児童手当充当等取り組んでい

る。 

現年度徴収率減理由 

・訪問徴収未実施。転校・転出した児童生徒あり。 

滞納繰越徴収率減理由 

・訪問徴収未実施。平成１８年度分など年月が経過しているものが多く滞納

者に納付意識がない。 

・今後の対策：督促状、催告書の発送、訪問徴収、不能欠損処理を実施。 
 

徴収率 Ｒ２年９月末 Ｒ３年９月末 増減 

学校給食費 ２１．２％ １５．０％ △６．２％ 

監査委員

質 疑 

▶滞納者は。 

現在、２２世帯の３３名。 

▶1,452,000円の対象世帯は。 

調定対象者は、２６名。 

▶訪問徴収ができなかった理由は。 

現年分において八戸市在住者がおり、コロナ感染者が拡大傾向時期と重な

り実施を見送ったため。 

監査結果 指摘事項なし。 

監査所見 

現年度の滞納は極力増やさないように。 

徴収事務は難しいが、督促は適宜実施されている。不納欠損処理も含め検討

しつつ、今後も引き続き収納に努めていただきたい。 
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【総務課】 

事 業 名 ２７. 本庁舎空調機器等設置工事 

事業内容 

新型コロナ感染症予防対策として、国からの交付金を受けて下記のとおり工

事を実施した。 

・空調機器設置工事  天吊型エアコン１０台 

・電気室キュービクル増設工事 

契約業者：河野電気工業(株) 

契約額：17,600,000円(補助率 国 100% コロナ交付金活用) 

監査委員

質 疑 

▶１階には来庁される町民向けということだが、２階も同様ではないか。 

  ２階については１階と比較して来庁される町民は限られるため、会議室の

みとし、事務室は除いた。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 部分的ではあるが来庁者への快適な環境が整備された。 

 

 

【総務課】 

事 業 名 ２８. 最高裁国民審査投票読取集計機購入 

事業内容 

票集計の迅速化（古いものを更新） 

×記載と白票を振り分ける機能 

契約業者：株式会社 ムサシ仙台支店(1社随契) 

契約金額：2,090,000円(県支出金) 

監査委員

質 疑 
特になし 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項なし。 

監査所見 有効活用してほしい。 
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【現地調査】 

老人福祉センター空調機器設置工事 

   

監査所見 

施設利用者に対し、新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用を

お願いしているが、施設内の気温上昇時には、マスク不着用時より、熱中症

等になるリスクが高くなる。それらを回避する目的で施設内に空調機器９台

が設置され、より快適な環境が整えられた。今後も施設を利用する団体の活

動が更に活発化し、コミュニティ活動の輪が広がってほしい。 

 

 

有楽町３号線整備工事 

   

監査所見 

有楽町に関しては合併後、整備が手付かずであったため、今回の整備は住

民にとっても満足いただけたと思う。 

本来、町道整備は、舗装と側溝工事がセットで行われており、１箇所の事業

費が大きくなり、事業が進まないのが現状と聞く。 

このため、町内会と相談をして舗装だけでもということで今回、整備が進

められた。 

このような事業費を抑えた手法も生かし、住民サービスにつながるインフ

ラ整備を進めていただきたい。 
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みなくる館空調機器等設置工事 

   

監査所見 
来館者に快適な環境が整備された。今後は維持経費といった支出も負担と

なってくるが、熱中症対策に加え、快適な施設利用につながるものである。 

 

 

みなくる館仕切り用自動ドア新規設置工事 

   

監査所見 

 図書館と廊下の冬場の冷気とホールからの音を遮断するため、仕切り用自

動ドアが設置された。間仕切りによって空間が遮断され、双方の利用者が快

適に利用できると思われる。 

 

 

みなくる館非常用発電機更新工事 

   

監査所見 
 この発電装置は、停電時館内の屋内シャッター、消防設備、消火栓ポンプ

の稼働用電源となる。今後も非常時の備えに万全を期していただきたい。 

 


